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第５号議案 

定款の変更 

 

変更の理由 平成 24 年 4 月 1 日施行の NPO 法改正にともなうもの等 

変更の内容 

 新（変更後） 旧（現行） 

(権能) 

第 23 条 

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5)事業報告及び活動決算 

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更 

(5)事業報告及び収支決算 

(開催) 

第 24 条 

(3)第 15 条第 5 項第 4号の規定により、監事から招

集があったとき。 

(3)第 15 条第 4 項第 4号の規定により、監事から招

集があったとき。 

(資産の構

成) 

第 39 条 

(5)財産から生じる収益 

(6)事業に伴う収益 

(7)その他の収益 

(5)財産から生じる収入 

(6)事業に伴う収入 

(7)その他の収入 

(事業計画

及び予算) 

第 44 条 

 この法人の事業計画及びこれに伴い活動予算は、

理事長が作成し、総会の議決を経なければならな

い。 

 この法人の事業計画及びこれに伴い収支予算は、

理事長が作成し、総会の議決を経なければならな

い。 

(暫定予算) 

第 45 条 

 前条の規定にかかわらず、やむ終えない理由によ

り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議

決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

費用とみなす。 

 前条の規定にかかわらず、やむ終えない理由によ

り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議

決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入

支出とみなす。 

(定款の変

更) 

第 51 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この法人が定款を変更しようとするときは、総会

に出席した正会員の４分の３以上の多数による議

決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する以下の

事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければな

らない。 

(1)目的 

(2)名称 

(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非

営利活動に係る事業の種類 

(4) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地（所轄

庁の変更を伴うものに限る） 

(5)社員の資格の得喪に関する事項 

(6)社員に関する事項（社員の定数に関する事項を

除く） 

(7)会議に関する事項 

(8)その他の事業を行う場合における、その種類そ

の当該その他の事業に関する事項 

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項

に限る） 

(10)定款の変更に関する事項 

 

 この法人が定款を変更しようとするときは、総会

に出席した正会員の４分の３以上の多数による議

決を経、かつ、軽微な事項として法第 25 条第 3 項

に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得

なければならない。 

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地（所轄

庁の変更を伴わないもの） 

(2)資産に関する事項 

(3)広告の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 
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（２）賛助会員 年会費個人１口 1,000 円 

           団体１口 5,000 円 

7 この定款は、平成 22 年 9 月 9 日から施行する。 

8 この定款は、平成 25 年 9 月 3 日から施行する。 

9 この定款は、平成 26 年 6 月 18 日から施行する。 
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（2）賛助会員 年会費個人１口 1000 円 

  団体５口以上（5000 円以上） 

7 この定款は、平成 22 年 6 月 10 日から施行する。 
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